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 新「学習指導要領」下の道徳教育と生徒指導 
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ABSTRACT 

   The aim of this article is to critically analyze the new National Cource of Study  for Japanese elementary 

school and junior high school in adopped in 2017. This paper forcues on moral education and 
guidance ,including noncrricular guidance. And I start with Kyouiku-Kagaku-Kenkyuukai’s View and Creation of 

Moral Education (2019) and reviews it .Except in the Occupation piriod, conservative parties under the 

pressure of U.S government and local governments have intervened in both“interna”education and 

“externa”of education , and guidance and moral education was no exception. While moral education 
before the war  was particurally a powerful  tool  for the pripation to invade war , now conservative groupe 

tries to grasp education as a media  for militarization again. The recent trend of guidance raises problems  
of what it is. This tendency become more intense . 

Key Words: the Convention on the rights of the child, guidance, noncrricular guidance,  gender equality, moral 

education、Ｔokubetsu-no-Ｋyouka Ｄoutoku 

キーワード :子どもの権利に関する条約、生徒指導、生活指導、ジェンダー平等、道徳教育、特別の教科道

徳

1. はじめに―問題の所在― 

 2017（「平成29」）年3月31日、「幼稚園教育

要領」とともに、小学校と中学校の新たな「習

指導要領」が告示された。文部（科学）省が法

的拘束力をもつ「教育課程の国家的基準」とし

てきたこの学習指導要領の改訂をめぐっては、

当初から、教育科学研究会誌『教育』をは 
じめとする教育関係雑誌や『世界』などの総合

雑誌が特集記事を組み、継続的に批判の論陣を

はってきた。また、具体的な学問的な批判とし

ては、中嶋哲彦や山崎雄介ほかの教育（法）学

会関係者が、特徴的な問題点を摘出することで、

批判的な検討を加えている（中嶋、2017、山崎、

2018）。たとえば、中嶋哲彦は、1976年の最高裁

判所の学力テスト判決が、教育課程編成に対し

て法的拘束力をもつ基準となっいる学習指導要
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領を、政府・文部省が作成することが法律上許

容されるのは、学習指導要領が「大綱的基準」

にとどまる限りにおいてだと、原則な批判を加

えた。その上で、中嶋は、「何を学ぶか」を超

えて、「何ができるようになるか」や「どのよ

うに学ぶか」にまで踏み込んで学習指導要領に

記述することは、大綱的基準として許容される

範囲を大きく逸脱し、学校における教育課程編

成や教育実践を包括的に統制することになる、

と厳しく批判を加えた（中嶋、2017）。じっさい、

今回の改訂では、教材（教科書）の選択となら

んで教員の専門性の中心となる、指導方法やそ

の選択、開発、さらに学習評価や学校運営にま

で、国家統制が拡大されている。これは、すで

に既成事実となっている「学校スタンダード」

や生徒指導におけるゼロ・トレランスの導入と

その地域的な広がりが追認されているという意

味でも、包括的な統制となっているといってよ

い。 
最大の特異な問題点は、道徳教育の教科への

「格上げ」、すなわち正課としての「特別の教

科 道徳」の成立であろう。この改訂にともな

い、新学習指導要領の全面移行に先行して、

「特別の教科 道徳」が、18年度から小学校で、

19年度からは中学校で、それぞれ完全実施された。

教育課程行政の新機軸の一つとして、従来の

「道徳の時間」が、「独立した」教科に格上げ

されたのである。道徳教育の教科化を推進して

きた「日本会議」とその傘下団体等の極右政治

勢力は、この「格上げ」云々の評価を忌み嫌っ

ているが、厳然たる事実である。じっさい、教

科に格上げされたことで、「主要な教材」とな

る教科書（「教科用図書」）の検定基準の「右

からの」改変がはかられ、新たな過重な統制基

準で「検定」も行われた。「パン屋」の「和菓

子屋」への異様な書き換えが命じられた問題は、

社会の耳目を集めた。 
また、従来の「副読本」に代わって、この検

定教科書を使うことが義務化された授業では、

教員による成績評価の実施ももとめられている。

この学習評価については、2019（「平成31」）年

3月の文部科学省初等中等局長の「通知」がその

枠組みを確定した。2013年に文科省内に設置され

た「道徳教育の充実に関する懇談会」の中心メ

ンバーに就任し、道徳教育の教科化の学会の急

先鋒となってきた貝塚茂樹は、「道徳の時間」

が教科としての道徳への格上げがもたらすこう

した大きな波及効果に期待し、「道徳の教師」

（堀尾輝久）としての国家による道徳教育の定

着を図る起死回生のチャンスをうかがっていた

のである（八木秀次ほか、2014）。 
このように書くと、「準憲法的な」性格をも

つ教育基本法の全面改悪により「愛国心の法制

化」をはかった第1次安倍政権の「教育再生」路

線を、文部科学省が主導しているようにみえる。

たしかに、今回の改訂を方向づけたのは、中央

教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高

等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改

善及び必要な方策について」（2016年12月）であ

る。しかし、これに先立って、こうした「道徳

の時間」の教科化に向けて、国家統制を機軸と

する「官製」道徳教育の路線を積極的に敷設し

たのは、2012（「平成24」）年12月に首相に復権

した安倍晋三が私的諮問機関として内閣府に設

置した教育再生実行会議であった。そして、こ

の実行会議のバックには、体制政党である自由

民主党内に設置された教育再生実行本部が存在

する。この間の教育政策総体の流れの大枠を勘

案すると、文科省は、戦中の揶揄表現である

「陸軍省文部局」との対比でいえば、「内閣府

文部局」の相貌を呈している。 
じっさい、日本教育再生機構の理事長で、首

相の安倍晋三とは盟友の関係にあって教育再生

実行会議委員でもある八木秀次は、第2次安倍政

権が強行成立させた8件にのぼる教育関連法「改

正」に関する朝日新聞（2016.7.8）のインタビュ

ー記事で、以下のように公言している。 
 
安倍晋三首相が教育再生実行会議の提言を

うけ、文科省など関係省庁に指示する。この

ルートをつくったことでこれまでできなかっ

た改革が実現した。実行力は評価できる。 
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もう少し、この間の経緯を具体的に確認しよ

う。“いじめ”対策の筆頭に官製道徳教育をあ

げた教育再生実行会議の第1次答申「いじめ問題

等への対応について」（2013年）を受けて、文科

大臣の公的諮問機関である中教審は、翌14年に

「道徳教育に係る教育課程の改善等について」

を答申した。この答申が、小中学校とは異なり、

「道徳の時間」がない高等学校に、高校版の

「特別の教科 道徳」ともいえる必修科目とし

ての「公共」の開設にも道をひらいたのである

(鶴田、2016、中嶋、2018)。学校教育法施行規則

の「改正」によって、高校社会科の「現代社

会」が廃止され、これに代わる科目の一つとな

る「公共」の新設が行われたため、問題はより

深刻である。前述の教育再生実行会議の第1次答

申が出された2013年末には、前述の「道徳教育の

充実に関する懇談会」も、「道徳の時間」を

「特別の教科」に位置づけなおす報告書を提出

した。 
もちろん、文科省の教育政策に対して無視で

きない影響力を行使しているのは、内閣府だけ

ではない。財務省はもとより、「官邸」と相即

不離の関係のもとで新自由主義的な政策構想を

立案し、その重要な一環として具体的な教育要

求を突きつけている経済産業省の存在も重大で

ある。ただし、ここでは、詳述はできない。 
 つまり、道徳教育の教科化は、必ずしも現在

の文部科学省の主導のもとに成立したわけでは

ない。中教審答申と安倍政権の「教育再生」路

線との「矛盾」を見てとる論者があらわれるの

は、文科省の国家機構内でのこのような微妙な

位置関係のためであろう。 
このような権力構造内での確執や齟齬とは無

関係に、前述の2016年12月の中教審答申が出され

た前後の時期から、この改訂に準拠する多様な

道徳教育のハウトゥー本が出版された。政策サ

イドにいた推進派の貝塚茂樹らも、教育出版か

ら特異な道徳の教科書（『道徳』）を刊行し、

検定をパスさせるだけでなく、解説本を積極的

に発表している。また、前述したように、こう

した動向を含めて、国家が「道徳の教師」にな

る事態に対して、マスコミ報道とは別に、さま

ざまな懸念や危惧を表明する個別の論考が発表

されてきた。 
しかし、「特別の教科 道徳」に関する政策

と行政、実践、教育理論などの展開に対するト

ータルな批判と、それに代わる新たな本来の道

徳教育の構想と実践の展開の検討・追究は、決

して十分であるとはいえない。とくに、実践の

展開と蓄積については、現在の法制度的条件に

よる制約、あるいは脱法的に進行する国家統制

のもとでは、道徳の授業だけでなく、授業を中

心とする教育実践そのものが多くの深刻な困難

をともなう。こうしたなかで、教育科学研究会

「道徳と教育」部会が共同研究の成果として、

官製道徳教育としての「特別な教科 道徳」に

対する総体的な批判と、これに代わる、あるい

はこれに対抗する道徳教育の構想と実践（報

告）を対置する学術書を上梓した。同部会編

『道徳教育の批判と創造―社会転換期を拓く

―』（エイデル研究所、2019年）がそれである。 
ここでは、本書を手がかりにして、「特別の

教科 道徳」に対する原理的な批判と、これに

対峙する道徳教育の創造に資する実践とそのた

めの視座を追究してみようとおもう。この論考

では、本書の特徴的な積極的内容を摘出し、そ

の意義を明らかにするとともに、本書が必ずし

も批判的に究明・追及しえていない問題（限界=
課題）にも論及する。その意味では、本稿は、

本書の書評論文でもある。 

2. 本書の構成 

まず、はじめに本書の構成を見てみよう。本

書は、内容全体からいえば、大要3部構成となっ

ているといえる。それに補章とならんで、〈特

論〉と〈総括〉の論考が収載されているといえ

る。もちろん、本書のなかで、これらが明記さ

れているわけではない。しかし、ここでは行論

との関係で、少々強引に、構成を以下のように

再構成する。〈  〉は筆者のつけた見出しで
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ある。補章は〈補論〉に含まれることになろう。 
なお、同様にして、とくに第1・2章では、本書

の課題と方法などに論及されているので、この

二つの章には副題も明記する。 
 
はじめに 

〈道徳教育の現状と課題〉 
第1章 つながりの崩壊と再構成 

―社会転換期における道徳教育実践― 
奥平 康照 

第2章 道徳理解に欠かせないもの 
―「道徳」の指導が道徳を否定しないために― 

小渕 朝男 
〈道徳科検定教科書の分析・批判 

とその方法・評価〉 
第3章 中学校用道徳科教科書の特質 

伊東 毅 
第4章 「教科化」時代の道徳教育の方法と評 
  価 

広瀬 信 
第5章 道徳教育におけるジェンダー・セクシ 

ュアリティの問題 
橋本 紀子 

〈特論〉 
第6章 孤食と共食のはざまの子どもの「食」と

道徳性の形成 
田口 和人 

第7章 多文化社会とナショナル・アイデンティ

ティ 
櫻井 歓 

〈道徳教育実践〉 
第8章 教師と子どもの関係を組み替える「不

信」の可能性 
横井 夏子 

第9章 子どもが安心する教室を 
大江 未知 

第10章 歴史教育と道徳教育 
小堀 俊夫 

第11章 中学校3年間の平和学習と道徳授業地区公 
開講座 

大橋 勝 

〈総 括〉 
第12章 道徳教育の批判と創造 

藤田昌士 
〈補 論〉 

補章 教科研「道徳と教育」部会の研究経過 
藤田昌士 

あとがき 
 
研究の現状をふまえると、本書には、いくつ

かの積極的な意義と特徴がある。ここでは、五

つ指摘しておこう。第1は、前述したように、こ

の共同研究の成果により、官製道徳教育として

の「特別な教科 道徳」に対して総体的な批判

を加えるとともに、これに代わる、あるいはこ

れに対抗する道徳教育の構想と実践を対置した

ことである。このことは、ひとまず、本書の構

成からも見て取れよう。ただし、批判は、第1章
以下の各章でも行われている。その「批判と創

造」の具体的な内容については、これから検

証・確認していく。 
以下、本書の意義と特徴を4点列挙したうえで、

具体的な内容に論及しよう。 

3.本書の意義と特徴 

本書の意義と特徴の第2は、小学校（8社）と中

学校（8社）の「特別の教科 道徳」の検定教科

書の批判的分析が詳細に行われ、検定基準をパ

スした教科書が全体として、およそ子どもたち

の人間形成に資するに相応しい教材としての教

育的な価値を欠落させていることが解明されて

いることである。第3に、本書では、検定教科書

の批判的分析にとどまることなく、教科化され

た官製道徳教育に対峙するオルタナティブな道

徳教育創造のための積極的な視座が提起されて

いる。とくに、検定教科書がジェンダー平等と

ジェンダー・セクシュアリティの視座から総体

的に批判・分析されていることが注目される。 
第4の特徴と意義は、「公立」の小学校と中学

校の、知育の教科教育と教科外教育におけるオ
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ルタナティブな道徳教育の構想と実践の三つの

事例報告が提示されていることである。これに、

ドイツの社会学者であるルーマンの信頼論を検

討し、その実践的基盤を日本の教育実践に見出

す第8章の横井論考を加えることもできよう。ま

た、第1章の奥平論考は、近年の特徴的な道徳教

育実践に関する総論的な位置をしめるとともに、

本書に収載された道徳教育実践論の解題の役割

の一端をになっている。 
本書では、「特別の教科 道徳」の実践に関

する、独立した具体的な事例（報告）は収載さ

れていない。わずかに第9章の大江論考が、第5節
[教科「道徳」のはじまり](pp186～188)で自身の

実践をとりあげているのみである。ただし、検

定教科書を積極的に「活用」するための視点と

方法、評価については、第3の意義と特徴にかか

わる第3～5章で検討されている。なお、本書から

の引用等については、適宜ページを記述するこ

とがある。 
第5は、〈道徳教育の現状と課題〉にかかわっ

て、必ずしも十分に把握されているとはいえな

い、「国家主義的、強権的性格」をもつ「特別

の教科 道徳」の性格と内容を規定する固有の

論理（＜教え込み先行型授業＞とそれを補完す

る＜補充・深化・統合＞論）の摘出・批判と、

それを本来の道徳教育の基本的な2大原理（〈自

主性原理〉と（規範原理））で組み替え、子ど

もたちの道徳的な成長に資する教科と教科外の

道徳教育の理論と実践の広がりを展望している

ことである。この論点については、主要には、

第2章の小渕論考で追究され、第12章の藤田論考

がこれを補足している。以下、具体的に確認・

検証することにしょう。 
 

3.1 検定教科書の批判的分析 

2018年度から使用された「特別の教科 道徳」

の小学校教科書の文科省による検定で「合格」

したのは、計8社の教科書で、19年度使用の中学

校道徳教科書も、8社のものが合格した。 
伊東論考は、中学校のすべての検定教科書と

現行の副読本に収録されている全道徳資料を対

象にして、これらの教育資料の比較・検証を悉

皆的に行った。その結果明らかになったのは、

以下の諸点である。とくに目を引いた4点を挙げ

ておこう。 
教育資料は全体として、①文科省が繰り返し

喧伝してきたフレーズである「考え、議論する

道徳」に相応しい、授業に有用な教材とは無縁

のものが多数である。じっさい、出典をみると 
文科省『私たちの道徳』（小学校1・2年用、3・4
年用、5・6年用）や同じ『中学校道徳読み物資料

集』（2012年）などから転用された教材が多数を

しめ、②「教育内容の画一化」がすすんでいる。 
さらに、③これらの資料は、フィクションや

エッセイ、ノンフィクションが多数を占め、じ

っさいの授業では、厳密な資料批判と事実（関

係）やその背景の確定作業などが必須となるよ

うな資料が多くを占める。担当する教員の専門

職性が問われるところである。これらの「形式

的な」特徴をつらぬく性格として、たとえば文

科省が「内容を端的に表す言葉」と呼ぶ「内容

項目」、すなわち徳目の一つである＜国際理解 

国際貢献」に対応する教材では、④「自国賛美

的な記述」が目立ち、国家主義的な性格がさら

に強化された。 
上記の②については、伊藤は、「共通資料」

の「著し」い増加と指摘している。④について

も、「日の丸」等の写真が掲載された教科書が49
点にも及び、副読本段階の4倍になっていること

がデータで示されている。教科書分析と批判は、

第4章の広瀬論考と第5章の橋本論考でも固有の視

点から総体的に行われているが、ここでは、こ

れらの論考の主題とのかかりで、以下にとりあ

げる。 
 
3.2 ジェンダー平等 

とジェンダー・セクシュアリティの視座 

橋本論考が指摘するように、日本社会は、ジ 
ェンダー・ギャップ指数が2017年段階で144カ国

中114位という極めて不名誉なジェンダー不平等

社会に成り下がっている人権後進国である。こ

こでは、もう一つの特異性とそれを示すデータ
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をあげておこう。「経済発展」の基礎には、男

女平等があると認識し、2006年いらい世界経済フ

ォーラムが毎年公表している男女平等度ランキ

ング（GGI）の順位である。2018年の日本のGGI
（政治・経済・教育・健康の四つの評価項目の

総合順位）は、149カ国中で110位で、Gセブンで

は最下位であった(角田、2019)。このような日本

社会で、学校教育がジェンダー不平等や性差別、

その他の構造的な暴力と無縁であるはずがない。

むしろ、このような実態としての差別や不平等

の存続は、ひとまずネオ・ナショナリズムを思

想的な基盤とする安倍政権の、内外に対してダ

ブルスタンダードをとる権威主義的・強権的な

女性政策や教育政策の「成果」であるといえよ

う。 
安倍晋三は首相として「外遊」する度に、自

由や「法の支配」などの意義とその遵守の必要

を強調するが、安倍政権自体は、たとえば子ど

もの権利条約の理念や国連・子どもの権利委員

会が公表・勧告したガイドラインの原則の遵守

については、国内的な事情を持ち出して公然と

否定・反論するのである。たとえば、日本政府

が2018年に国連・子どもの権利委員会に提出した

第3・4回報告書では、条約第12条「意見表明権」

について同委員会が2009年に採択した「一般的注

釈12号」に対して、高慢にも正当な根拠のない挑

戦的な見解を提示したことが知られている。す

なわち、子どもの権利の核心となる意見表明権

を実質化する「意見を聞かれる権利」や、学校

を含めた子どもをとりまく地域社会の環境にか

かわるすべての問題について、子どもの力をエ

ンパワーする「参加」を積極的に促進すること

など、5点を要請したこの注釈に対して、日本政

府は、以下のような根拠のない反論を行ったの

である。 
 
学校においては、校則の制定、カリキュラ

ムの編成等は、子ども個人に関係する事項と

は言えず、第12条第1項でいう意見を表明する

対象となる事項ではない……(竹内、2019)。 
 

女性に対するあらゆる差別撤廃に関する条約

をめぐっても、国連・女性の権利委員会との間

で同様の事態が起こっていることはいうまでも

ない。たとえば、「女性の活躍」（社会）の実

現を喧伝する安倍政権が具体的にすすめている

政策の一端は、それを表している。安倍政権は、

ジェンダー平等社会の実現にむけた見識と政策

において無策であるだけでなく、むしろ性暴力

（犯罪）に象徴される深刻な差別や不平等の現

実を糊塗しながら、その元凶である性役割分業

の存続・再組織化をはかっている。じっさい、

角田由紀子が指摘するように、頻発する性暴力

犯罪を容認するような刑法・性犯罪規定とその

解釈の継続が図られている。これも国際社会の

流れに逆行する動向である(角田、2019)。 
学校の道徳教育に話をもどそう。ジェンダー

平等とジェンダー・セクシュアリティの視座は、

道徳の教科書に限らず、すべての教科の教科書

と、教科外の特別活動や教育課程全体を横断す

る生徒指導や生活指導のあり方を捉えなおすた

めの重要な視点である。つまり、この視座は、

学校教育総体を、ジェンダー・ニュートラルな

ものにつくり変え、子どもたちに、社会的につ

くられた「性差」に囚われない、その意味で自

由な人間形成を追求させ、同権・平等の人間関

係を切りむすぶための重要な視点となるのであ

る。橋本論考は、教科書会社全8社の中学校「特

別の教科 道徳」の教科書を総体的に分析し、

特徴的な性格を摘出している。特徴的なのは、

政治的に政権サイドに近い「日本教科書」の道

徳の教科書と、日本教科書以外の7社の教科書を

比較・検討し、それぞれの性格分析を行ってい

ることである。単純に二分法で考察し、特徴づ

けを行うことができるほど、現状は単純ではな

い。分析の結果はより深刻である。 
橋本によれば、まず7社の教科書自体が、日本

国憲法第24条や日本が批准している子どもの権利

に関する条約、女性差別撤廃条約などの人権に

かかわる国際条約に明白に違反する性差別的な

内容が教育資料として収載（満載）されている。 
橋本は、教科書分析をふまえて、その根拠とし
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て3点指摘している。やや敷衍して確認しよう。

①〈思春期〉にある子どもたちが「性的存在」

であることを認めようとせず、人間の「多様

性」や「人権」の尊重を強調する場合も、依然

としてLGBTIを視野に入れて教材と資料を提供し

ていないなど、「世界標準」から隔絶している。

橋本や、性教育を専攻・専門とする研究者と教

員が国際標準と呼ぶのは、ユネスコ「国際セク

シュアリティ教育ガイダンス」（2009年）とその

改訂版（2018年）やWHOヨーロッパ地域事務

所・ドイツ連邦健康啓発センター『ヨーロッパ

における性教育ガイダンス』などの国際文書が

提示する〈包括的セクシュアリティ教育プログ

ラム〉である。その中心的な論点は、ジェンダ

ー平等の実現と、人間の（性の）多様性とその

相互尊重なのだと、橋本は指摘している（p116～
117）。 
②二つ目は、家父長制的な性格を持ちつづけ

る家庭（家族）における女性の「伝統的な」性

役割の不当な強調である。女性差別撤廃条約採

択40年、子どもの権利条約採択30年とは無関係に、

性役割分業〈体制〉を自明の前提として、職業

を持ち、社会的労働に参加する女性が家事と育

児、介護を担当するのは当然だとし、社会的な

サポートの視点を欠落させて、個別家庭内での

女性の役割と責任を強調する教材と資料が多す

ぎる。③人間の労働に関する教材と資料は、一

部の例外をのぞいて、労働を「勤労奉仕」に矮

小化し、＜男性職＞と＜女性職＞という、職業

選択の自由を阻害する性差別の労働観が説かれ

ている。 
上記の①との関連で秀逸なのは、日本文教出

版の教科書に掲載された教材（中3）「ゴリラの

まねをした彼女を好きになった」とその資料

「参考 さまざまな性」だけで、同じ教材を収

載した学校図書とは、スタンスが対照的に異な

る（p109）。 
性差別やジェンダー不平等を容認・推奨する

これらの道徳の教科書の性格を、橋本が新自由

主義の説く道徳と親和的、ないし新自由主義的

道徳そのもと把握する視点は重要である。じつ

は、こうした性格をもつ7社の教科書と両翼を構

成するのが、日本教科書の教科書だからである。

日本教科書は、首相の安倍晋三直属の日本教育

再生実行会議の「有識者」委員でもある前述し

た八木秀次が中心となって設立された出版社で

ある。この新規に参入した出版社である日本教

科書の『中学校道徳教科書』が「検定」をパス

したのである。ネオ・ナショナリズムを思想的

基調とする日本教科書の『中学校道徳教科書』

の最大の特徴は、戦中の「修身」や「国史」の

国定教科書をモデルとする歴史修正主義の歴史

認識と叙述にある。これに関しては、すでに佐

藤広美のまとまった成果がある(佐藤、2019)。加

えて、ネオ・ナショナリズムは、歴史認識だけ

でなく、セクシズム（性差別主義・男性中心主

義）を信奉し、男性中心の戸主が統括する家父

長制家族の存続にも大きな関心を持つ。女性解

放や性の多様性の尊重は、国家の細胞となる家

族や家庭の家父長制秩序を破壊すると、危機感

をつのらせるのである。あるいは、その再興を

めざしているのかもしれない。 
このような基本的な性格をもつ日本教科書の

道徳教科書は、前記の7社とは異なる特徴をもつ、

と橋本はいう。橋本は以下の3点を指摘している。

①「家族の継承、産む性としての女性の強調」。

②家族内の性別役割分業は人生の上での役割で

もあり、自然の原則だとするライフ・ロールの

強調。③「立志式」や「元服」など男性中心の

教材が目立つ。①と③はアナクロニズムである

し、②は虚偽のイデオロギーそのものである。 
なお、第4章の広瀬論考では、現在の日本社会

でじっさいに生起している性差別やジェンダー

不平等の問題とのかかわりで、内容項目〔我が

国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度〕と

〔郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態

度〕にかかわる道徳的価値=徳目「伝統……の尊

重」の授業での取り上げ方の「工夫」について、

論及している。広瀬は、唯々諾々と検定教科書

のねらいにしたがって「伝統」の大切さを説く

のではなく、それがいつでも正しいことなのか

を子どもたちに問いかけ、その上で、具体的な
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事例となる、たとえば現在も物議を醸している

「土俵の女人禁制」の伝統について、人間の命

を守ることと、このような性差別の伝統を守る

ことのどちらが大切なのかを議論させることの

意義を強調している。また、同様にして、日本

相撲協会主催の「ちびっこ相撲」で、同協会が

女子の参加を拒否した事例では、これが性差別

とジェンダー平等の視座から問い返かえされ、

「女人禁制という伝統と男女平等という人権と

どちらが大切なのかという議論」が日本社会で

も起こっていることを例示して、考えさせる必

要があると主張している。 
なお、第9章の大江論考でも、「自他の生命の

尊重」をもとめる道徳の「主として自分自身に

関すること」の項目に「性」と「二次性徴」が

存在しないことの矛盾とその本質的な問題に言

及し、自身の実践を対置している(p194～195)。 
 

3.3 「考え、議論する道徳」教育実践の試み 

「特別の教科 道徳」でも、基本線として徳

目主義が原則とされ、授業では、一課ごとに、

学習指導要領の提示する20余の道徳的価値=徳目

に対応する「教材」が配列された教科書を使っ

て、その道徳的な価値を子どもたちに刷り込む

ことがもとめられている。これに「態度主義」

が加わる。「考え、議論する道徳」教育実践の

意義を説く中教審が、道徳教育の「対極にある

もの」と自己否定し、弾力的な運用を認めよう

とも、この徳目主義の原則は既定の路線である。 
しかし、かつてもそうであったように、現在

も、教科としての道徳教育それ自体の役割は、

限定的なものであろう。近代日本の、とくに初

等教育で筆頭教科であった「修身科」の場合も

例外ではない。戦前・戦中の「修身科」による

道徳教育は、他の教科はもとより、とくに学校

儀式やその他のヒドゥンカリキュラムとなる学

校慣行などに補完されることにより、不義・不

当の侵略戦争をささえる有力な反教育をになっ

たという重い史実を想起したい。日中全面戦争

が第2次世界大戦に組み込まれたアジア太平洋戦

争の時代は、その極限的な様相を呈することに

なった。 
たとえば本書でも、広瀬論考は、小学校が

「国民学校」に名称変更され、子どもが「少国

民」と呼ばれるようになった1941年に刊行された

東京高等師範学校付属国民学校内初等教育研究

会編『国民科修身教育の実践』が提示した、以

下のようなモデル実践（「死の教育」）の理念

を紹介している(p82)。 
 
「死」への修練、「死」の教育、これこそ

皇国の使命遂行の源泉であり、修身教育の日

本的独自性であり、国民科修身の根本的生命

である。 
 

 この＜「死」への修練＞という当該期の修身

教育の目的規定は、人間の生命を最大限に軽視

する日本ファシズムの聖典（文部省『臣民の

道』など）の至上命令を、教育理念に置き換え

たものであるが、当時の急進的な教育学者は、

学校教育それ自体で修身教育が自己完結するも

のとは捉えなかった。たとえば、海後宗臣（東

京帝国大学助教授）は、こうした教育学者の代

表格である。文部省の信任が厚く、『学制七十

年史』（1942年）をまとめた海後は、次のような

錬成論を展開した。青年学校義務制論の急先鋒

として、「国防国家建設の任務を担ひ得る青年

を形成することが急務である」と認識していた

海後は、この戦争政策が要請する政策課題を実

現するためには、「学校における教育の目標が

国体の本義に基づいた皇国民の育成に帰一して

ゐる」だけでなく、「形成と教化と陶冶とを国

民生活の実践のうちに於いて一体化する構造を

逞しく展開せしめ」、「あらゆる人間形成の働

きがこゝに帰趨して全一性を備へねばならな

い」と主張していたのである。 
海後がいう皇国臣民の形成に奉仕する「形成

と教化と陶冶とを国民生活の実践のうちに於い

て一体化する構造」の確立は、1944年以降の〈絶

望的抗戦期〉の学校の教育的玉砕を意味した

（松浦、2014）。 
こうした負の歴史を勘案すれば、全面実施さ



 
八戸工業大学紀要 第 39巻 

 

- 133 - 

れた小・中学校の「特別な教科 道徳」も、他

の教科や総合学習はもとより、教科外の特別活

動や生徒指導［『生徒指導提要』（2011年）］な

どに構造的に補完されることにより、そのマイ

ナスの教育効果を発揮することになろう。じっ

さい、「道徳の時間」の官製道徳教育は、政府

サイドが道徳の教科化の根拠の一つとして、そ

の成果の不十分さを強調するが、入学式や卒業

式などでの「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱な

どで補完されてきたのである。その意味では、

教科としての道徳の授業の場面だけでなく、総

合学習の時間を含めて、子どもたちの自治と自

立を促すこうした教科外の学校の教育活動が、

どこまでその本来の教育の成果を発揮できるか

どうかが、重要な意味を持つことになる。この

点については、後述するように、小渕論考でも

強調されている。本書に収載された3論考（実践

報告）は、このような小学校の生活指導実践と

中学校の総合学習の時間、社会科教育のなかで、

あるべき道徳教育の可能性を追求している。 
まず、大江の生活指導を軸とする道徳教育実

践を中心に検討しよう。大江実践は、包括的で

あるとともに、「特別の教科 道徳」に対峙す

る道徳教育実践の基本線と論理(方法論)を提起し

ているからである。 
大江実践の第1の特徴は、道徳教育が教科に特

化することなく、それを含めて、学校と学級の

あらゆる教育活動のなかで実践されており、学

校の中と外での子どもたちの日常生活が提起す

る問題を教育の対象に位置づけていることであ

る。こうすることで、教科としての道徳教育を

相対化するとともに、学校のすべての教育活動

のなかで道徳教育を実施するという原則を貫こ

うとしている。このことは、以下の大江実践の

意義と特徴からも理解できよう。 
第2は、「輝きっ子100の決まり」をもち、管理

主義の支配する勤務校である兵庫県の公立小学

校で、「考え、議論する道徳」教育実践をおこ

なうための困難な条件整備のための活動が、

日々進められてきたことである。教科としての

道徳が成立する前年度に、中央→地方の行政主

導で現場につくられた＜「新学習指導要領」体

制＞を組み替え、「考え、議論する道徳」教育

実践に相応しい、人権教育や平和教育を中心と

する「自主教材」を導入するとともに、教科書

と教材の精選を行い、年間計画の見直しは、父

母の意向と意思を確認しながらすすめるなど、

多様な条件整備が図られているのである。自主

教材については、第7節で、6年生の〈「世界人権

宣言」の授業〉が、周到な計画と準備を経て、6
年生全体(3学級)の共同による、広島への修学旅

行をはさんで、教科横断的に地域に開かれた本

格的な実践としてとり組まれている。詳述はで

きないが、これは、後述する第11章の大沢論考と

もつながる、学年共同の平和教育実践ともなっ

ている。 
しかし、これで「考え、議論する道徳」教育

実践が可能になるわけではない。教員集団の主

体的な条件づくりとそのための自由が保障され

なければならない。じっさい、物分りのよい同

僚ばかりではく、たとえば、前述の「校則」を

学校スタンダードにしようとする管理職とそれ

に安直に同調する「若い」教員や、悪しき現実

主義を説く同僚教員、沈黙を守る教員等がいる。

大江は、「一人ひとりの子どもたちの声を皆で

聴きとり考えるような教師集団(p180)」をつくろ

うと奮闘するが、長時間の過密労働を強いられ

るなかで、総じて安きに流れる職場の雰囲気が

ある。これは大江の勤務する学校に限ったこと

ではないであろう。こうした現実に対峙して、

「教員評価システムで底辺にいる」（p179）と自

認する大江は、職員会議や学年会議などで共通

認識を共有するための根気強い対話と説得の努

力を行ったであろうし、また現在進行形でそれ

が継続されているものと思われる。 
第3に、タイトルにあるとおり、「子どもが安

心する教室を」実現することが、大江の道徳教

育を軸とする生活指導実践の目的となっている。

上記の第1と第2の特徴と意義は、この教育目的を

実現していくための不可欠のプロセスと前提条

件であった。子どもたちがさまざまな不安や悩

み、その他の多くの困難を抱えている実態は、
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よく知られている。国際社会（数次に及ぶ国

連・子どもの権利委員会の「最終所見」）から

も、その早急な改善・克服が求められている。

大江学級の子どもたちも、例外ではない。大江

実践には、こうした不安や困難をかかえた子ど

もたちが固有名詞で登場する。 
こうした「子どもが安心する教室を」実現す

るための最大のポイントになるのは、子ども理

解である。大江によれば、子どもたちが学校生

活のなかで惹き起こす「逸脱」行為や「反抗」

を、単純に道徳的な「不正解」と断罪すること

を戒めなければならず、「自分のことを理解し、

受けとめてくれる友だちと教師がい」てはじめ

て、子どもたちは学級集団のなかでも、自身の

「内面をくぐった言葉」を「紡ぎ出」すことが

できるのである。その上で、こうした子ども理

解の大原則のもとに、多様に困難や不安をかか

える子どもたちが、自分たちの「多様な考えを

交流し、お互いを認め合って道徳性を高めてい

く授業を作る」必要がある、と大江はいう。そ

して、そのためにこそ、教師（集団）は「全教

育課程を通じて子どもたちを支え、子どもたち

とともに〈安心する教室〉を生み出す努力が不

可欠だ。」と、大江は主張するのである。 
大江の実践内容が多彩であるのは、そのため

であろう。日常的な生活指導実践に加えて、正

課としての道徳や他の教科の授業はもとより、

学年全体の平和教育と生活指導としての性教育

にもとり組んでいる。多様な実践は、この教育

目的の実現に集約されているのである。 
第4の特徴と意義として、不遜なものいいにな

るかもしれないが、子どもたちとその父母に向

き合う大江の誠実さに裏打ちされた、教育問題

の本質をとらえようとする確かな眼がある。そ

れは、これまでの大江実践の三つの特徴からも

理解できる。外形的には「よい学級」に見えた、

5年生の大江学級とは別の学級で進行していた子

どもの“いじめ”問題について、学年があらた

まって、“いじめ”を言葉にできなかった母親

から告白されたときの、6年生の学級担任の大江

の衝撃と痛覚、これをバネとする大江の教室づ

くりへの気概のなかに、これを読み取ることが

できよう。大江が「胸が痛かった」というのは、

学級と地域の野球チームの中で“いじめ”をう

けていた子どもをもつ母親に、問題を相談され

ても、厳しく叱責「指導」はするが、〈根本的

な「指導」〉のない、―そのため、これが逆に

その“いじめ”をエスカレートさせてしまった!
―〈単純な「指導」〉、すなわち、ありきたり

な学校と学級の“いじめ”へのとりくみの故で

あった。大江はいう。 
 
“いじめ”は単純な「指導」で解決てぎる問

題ではない。子どもたちの中に浸透している

序列的な能力主義を子どもたち自身で発見し、

新しい関係を生み出すようなとりくみが必要

だ……(p184 )。 
 
上記のような苦渋の体験を機に、大江はあら

ためて、「序列的な能力主義」の下に置かれて

いる「子どもたちの不安を受けとめることから

始めたい」と決意したのである。 
大江の実践が、生活指導を軸としながらも、

学校のあらゆる教育活動のなかで道徳教育を展

開しているのとは異なり、特定の教科と〈平

和〉教育の一環として道徳教育を構想・展開し

ているのが、小堀俊夫と大橋勝である。本稿で

は、詳述することはできないが、そのエッセン

スをここでは確認しておこう。 
小堀実践の大きな特徴は、ゲストティーチャ

ーとして2名の戦争体験者=戦場体験者を、著者

が勤務する埼玉県三郷市立早稲田中学校の教室

に招き、中学3年生の子どもたちに彼らの壮絶な

加害戦争体験を証言させていることである。講

師として登場するのは、元日本軍兵士として中

国戦線と沖縄戦を体験した近藤一（1920年生ま

れ）と、日本軍が中国戦線で組織的・計画的に

実行したジェノサイドの象徴となる三光作戦に

従軍した鈴木良雄である。通常は平和学習とし

てとりあげらることの多いのが、かれらの「歴

史の証言」である。これを、社会科の目的の一

つは、「人間はどのように生きるかを考える
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場」でなければならないとする小堀は、社会科

（歴史）の授業のなかに、〈平和〉の希求とな

らんで、道徳の教科書には徳目としても存在し

ない「正義」をこそ、自己を律する根源的な価

値として子どもたちが主体的に学びとるための

貴重な機会として組織したのである。かれらの

「おいたち」から戦争犯罪を犯すにいたった歴

史的な経緯と、敗戦後に自身の罪責に覚醒し、

かれらの戦争体験を歴史の証言として公表する

までに要した主体的な葛藤や勇気を、全体とし

て子どもたちに学びとらせようとしたのである。

2名の元日本軍兵士の証言は、否応なしに子ども

たちに当事者意識をもって、歴史の事実を知る

にとどまらず、子どもたちに過去と現在にどの

ように向き合わなければならないのかを問うこ

とになり、子どもたちには、応答責任が生まれ

る。 
奥平の表現を借りれば、総じて「社会科を道

徳的な価値選択に向かって組織」(p9)したのが、

以上の小堀実践となろう。社会科にかぎらず、

教科教育は、総じて「真理が我らを自由にす

る」（羽仁五郎）という側面をもつとともに、

その真実や真理が、子どもたちの価値選択とそ

れによる人格形成に不可分に関わっていること

に留意しておかなければならない。これを改め

て教えてくれているのが、小堀実践である。 
最後に、20代と30代の同僚教員との共同で計

画・準備・実施された大沢実践である。この時

点で、大沢は東京都南大谷中学校を定年退職す

るまで3年の在職期間を残すばかりであった。大

沢実践は、「社会に開かれた教育課程」として

地域社会とのパートナーシップをも自覚し、3カ
年計画のもとで、教科学習と総合学習、教科外

活動、「特別の教科 道徳」など、学校での教

育活動全般のなで実践する総合的で本格的な平

和教育=学習の実践である。とくに学校長が、後

述の窪島誠一郎の講演とそれを土台とする道徳

の授業の実施を承認し、父母も支持するなど、

条件さえ整えば、ここまでできるのかという新

生面をひらいた実践である。 
平和教育実践を道徳教育と関連づけている点

では小堀実践と共通している。道徳教育として

とりくまれたのは、8月の〈「長崎平和宣言」か

ら学ぶ〉一連のとりくみのなかで、計画の最終

年度の6月に「道徳授業地区公開講座」の一環と

して全校生徒と父母向けに実施された講演と、

それを受けた「特別の教科 道徳」の授業であ

る。講演者は、長野県上田市で「無言館」を主

宰している窪島誠一郎である。不義・不当の十

五年戦争によって無念のうちに画家として大成

する道を立たれた若い画学生たちの残した貴重

な絵画を収蔵・公開している同館長である窪島

の講演は、前述の近藤一や鈴木良雄など元日本

軍兵士の加害戦争体験の証言とは別な形で、子

どもたちや教職員、父母の内面を「大きく揺さ

ぶった」(p228)。1・2年生の道徳の授業では、担

任の教員が9月の広島への修学旅行を意識して、

無言館の絵画を題材にして2週にわたる道徳の授

業の学習指導案をつくり、「考え、議論する道

徳」の授業実践を行った。 
たしかに教育実践をとりまく環境は、道徳教

育をふくめて、政治や行政による不当な干渉や

束縛が強固である。しかし、これらの実践は、

必ずしも「度量と力量を備えたベテラン」教員

だからこそ成しえた画期的な教育実践と位置づ

け、評価するのは必ずしも正確ではないであろ

う。これらの実践からは、さまざまに学び取る

ことができる、あるいは学び取らなければなら

ない、たんなる教育方法や「教師の使命観」な

どの次元にとどまらない、教育（問題）を捉え

る視点や子ども理解、同僚性などの教職の専門

性にかかわる基本的な要件があるといえよう。 
 

3.4 「特別の教科 道徳」教育の教育学的検討 

本書の第5の特徴と意義は、1958年の「特設道

徳」の開設以来、自民党政権と文部省がとって

きた＜教え込み型授業と補充・深化・統合論＞

が、「特別の教科 道徳」にも貫かれているた

め、文科省が、子どもたちが自ら「考え、議論

する道徳」教育という、それ自体望ましい道徳

教育のあり方を、教科としての道徳教育の基本

形態として強調・推奨しようとも、それは二重
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の意味で空手形にすぎないことが、教育学的に

分析・検証・批判されていることである。 
これは、第2章の小渕論考の成果である。なお、

小渕は固有の論点を別途提起しているが、ここ

では検討する余裕はない。課題としたい。 
補充・深化・統合論とは何か。「道徳の時

間」の導入を強行し、それを正当化するために

提示・展開されたのが、この「理論」である。

国家（統治機構）は「道徳の教師」であっては

ならないとして、敗戦後、日本国憲法=教育基本

法制という新たな教育法制のもとで追求されて

きた〈全面主義〉の道徳教育（実践）を否定す

るこの理論ないし論理は、新学習指導要領の解

説（中学校版）でも採用・展開されている(文科

省、2017、p89)。この「理論」ないし論理をみる

と、個別の教科や教科外活動での道徳教育でも、

確かに子どもたちは多様な道徳的な価値につい

て感じたり、考えたりすることはできるが、こ

れらの教科外の道徳教育は、「断片的で……徹

底を欠いたりするのは避けられ」ず、「十分な

成果」をあげることができないという。つまり、

子どもたちは「道徳的な価値の相互の関連や、

自己との関わりにおいて全体的なつながりな

ど」について考えることができないため、十分

に「道徳性を養う」ことができないのだ、とい

うのである。こうした真っ当な検証もない、そ

の意味で全面主義に対する論難にすぎない前提

的な認識の上に立って、政策サイドは、「道徳

科」の中心的な役割は、この「断片的（で）…

…堀り下げを欠いた不十分さを補うために、道

徳科では、生徒が道徳的諸価値について自覚を

深めることが必要である。」と説示・強調する

のである(文科省、2017、p89)。そして、「特別の

教科 道徳」の授業は、これまでの「道徳の時

間」と同様に、教科と教科外の道徳教育を「統

合」する位置と役割をしめるのだというのが、

政策サイドの言い分である。 
「特別の教科 道徳」をも合理化する、この

ような使い古された説明とその論理そのものが、

「考え、議論する道徳」の授業の展開の必然性

と正当性を決して導き出すものでないことにつ

いては、多くの説明を要しないであろう。次の

事情は、明白にそれを示している。 
 子どもたちが「自覚」を深めることが求めら

れるのは、あくまでも国家（政府）が選定し、

そのすべての指導を義務化した20余の道徳目

（「内容項目」）である。新学習指導要領「第3
章 特別の教科 道徳」の「第3  指導計画の作

成と内容の取扱い」の「Ⅰ」には、以下のよう

に記述されている。 
 
（道徳科の年間指導計画の）作成に当っては、

第2に示す内容項目について、各学年において

全て取り上げることとする……(文科省、2017、
pp135～136) 。 
 
この規定に従えば、子どもたちは、小学校1年

生から中学校3年生までの9年間に、「特別の教科 

道徳」の授業を通じて、20余の道徳目の価値を都

合9回にわたって確認させられ、これらの諸価値

についての「自覚を深める」ことを求められ続

けることになる。これは、国定の道徳目がどこ

まで子どもたちの道徳的な成長と発達をうなが

す本ものの価値であるのかを問う以前の問題で、

およそ荒唐無稽の教化でしかない。小渕のいう

＜教え込み型授業＞を機軸とする補充・深化・

統合という道徳授業観(p58)の帰結がこれである。

道徳教育の教科化を政策サイドにたって推進し

てきた貝塚茂樹『道徳教育の取扱説明書』〈学

術出版会、2012年）も、このような道徳の授業の

基本線をとっていることを、小渕は指摘・批判

している(p58～59)。 
こうした「特別の教科 道徳」の教育学的な

批判的検討の上に立って、小渕はそれを、本来

の道徳教育の基本的な2大原理（〈自主性原理〉

と〈規範原理〉）で組み替え、子どもたちの道

徳的な成長に資する教科と教科外の道徳教育の

理論と実践の広がりを展望するのである。 
もう少し具体的に確認しよう。奥平論考も指

摘するように(p37～38)、勝田守一の強調した子ど

もの「道徳的価値選択の自主性」の根拠をどこ

にもとめるかについては、子どもたちが個別具
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体的な自己の生活課題に主体的にとり組むとい

う営為のなかにこそ「価値選択の基底」を見出

す必要がある。じっさい、本書に収載された諸

論考でも、これが共通認識になっているとおも

われる。この「道徳的価値選択の自主性」を、

小渕は子どもの自主性と自律性にかかわる「自

主性原理」と呼び、「道徳が道徳であるための

条件」と規定する。これに対して、規範性原理

とは、社会の共同性にかかわる道徳で、歴史的

にその価値内容は変化し、更新されてきたし、

これからも変化するかもしれない。小渕は、こ

の規範性原理を、たとえば新学習指導要領（小

学校・中学校版）「第一章 総則」に記述され

ている「人間として他者と共によりよく生きる

ための基盤となる道徳性」にもとめている。つ

まり、外形的には、学習指導要領も、子どもた

ちが、このような社会の共同性にかかわる規範

性原理とのかかわりで、「自立した人間とし

て」「主体的判断の下に行動」するという自主

性原理を統一的に追求・実現する社会的存在で

あることを示しているのである。もちろん、前

述の「道徳教育の充実に関する懇談会」の報告

書（2013年12月）を受けた記述だと「解説」が指

摘する(p1)、学習指導要領の全体的なトーンは、

規範性原理に自主性原理が従属する構造を強調

するものとなっている。 
そして、小渕によれば、この自主性原理は、

学習指導要領も説く「正直・誠実」の徳目よう

な指導内容である以上に、「指導方法」を原理

的に規定する原則だとする。子どもたちの自主

性を保障・喚起する自主性原理を裏切ることの

ない指導方法こそが、「授業」などの教科指導

の領域だけでなく、教科外の領域にあっても、

あるいは教科外の領域においてこそ、多様に模

索される必要がある、というのが小渕の本意で

あろう。小渕が以下のように付言していること

は、本稿とのかかかわりでは、とくに重要であ

る。 
 
……自主性原理の問題を主に授業に即して

問題にしてきたが、自主性原理は教科外活動

領域でも徹底して大事にされなければならな

い原理であり、そうでなければ、教科外の諸

活動の中で児童・生徒らの道徳的な成長を期

待することはできないことになろう(p60)。 

4. おわりに―残された課題― 

本稿が手がかりとしてきた本書の解題にあた

る〈はじめに〉において、奥平は、いまこそ

「道徳教育の転換」が必要だと書いている。何

から何への転換なのか、あらためて確認すると、

「道徳の時間」や「特別の教科 道徳」を＜要

＞とする、道徳教育の補充・深化・統合論を

「理論」的基礎とする学習指導要領方式から、

ほんものの「考え、議論する道徳」教育への転

換である。それは、本稿で検討してきた、本書

に収載された諸論考を一読すれば、了解できよ

う。そして、そのための前提的な条件として、

奥平や大江が強調するように、教師の教育「実

践と（その）相互検討の自由」(p5)や「子どもと

教育について深く考える自由」(p182)が法制度的

にも、実態としても積極的に保障されなければ

ならないのである。 
ところが、とくに第2次安倍政権発足以来の政

策動向は総じて、これとは真逆の方向に進んで

いる。こうした必須の教育条件の整備に背を向

けて、中教審が、子どもたちが「多様な価値

観」と誠実に向き合う姿勢をもつことは「道徳

教育で養うべき基本的資質である」などと公言

すのは、たんなる枕詞に過ぎない。 
また、学習指導要領「解説」は、グローバル

時代に生きる子どもたちは、人類が直面する諸

課題に「対応」するために、「社会を構成する

主体」として「高い倫理観をもって……社会の

あり方について、時に対立がある場合を含めて、

多様な価値観の存在を認識しつつ、自ら感じ、

考え、他者と対話し協働しながら、よりよい方

向を目指す資質・能力を備えることがこれまで

以上に重要であり、……(文科省、2017、p1)」と

書いている。学習指導要領のこの公式見解では、
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「高い倫理観」というのは、子どもたちが獲得

しなければならないものとしてあらかじめ前提

とされ、その変化や発展・後退が考慮されてい

るようには思えないが、これを敷衍して言えば、

じっさいは社会変革の主体に覚醒した個々の人

間（集団）が、現実の社会との絶えざる相互作

用をとおして獲得し、それを変容・更新させて

いく性質をもつ価値意識こそが、ここでいわれ

る倫理性であろう。政策サイドにとっては、子

どもたちは、あくまでも社会を「構成する」主

体ではあっても、それを変革したり、「よりよ

い」社会を実現させる能動的な主体しとては捉

えてはいないのである。このような動態的な主

体概念を拒否し、似非主体性を援用する子ども

観=人間観には十分に留意しておく必要があろう。 
同様にして、「解説」には、「学校や生徒の実

態などに基づき……」というフレーズが繰り返

し登場するが、はたして、21世紀の現実社会にお

ける子どもたちの「実態」を究明・把握し、そ

の酷薄な実態とどこまで真摯に向き合おうとし

ているのだろうか、と問いたい。これは、結局

ないものねだりなのかもしれない。 
しかし、筆者自身を含めて、子どもの教育や

福祉、医療などを専門とする人びとにあっては、

学習指導要領が前提とする欺瞞的で貧困に過ぎ

る子どもの実態把握に満足してはならないこと

は自明であろう。子どもの実態把握は、共通の

課題であり、個別には、すでに多様な研究領域

で諸成果が発表されている。これらの成果が明

らかにしているのは、公教育における子どもた

ちの教育=学習環境はもとより、たとえば、児童

相談所に代表される子どもの「社会的養護」施

設等の法制度とそれにもとづくシステムと施設

の全般的な劣悪さが、先進国のなかでもとくに

際立っていることである。それを示す事例に事

欠かないのが実状であろう。子どもたちの「最

善の利益」を蹂躙するこうした状況を不問にし、

あるいは糊塗して、道徳教育や「高い倫理性」

もないであろう。 
こうした状況におかれている子どもたちや、

「若い」世代に、現実の社会との絶えざる相互

作用をとおして「高い倫理性」を獲得し、それ

をさらに変容・更新させていくことを、どこま

で期待することができるであろうか。答えは、

否定的にならざるを得ない。とりわけ、若年労

働市民は、ディーセント・ワークなどとはほど

遠い低賃金・長時間過密の労働環境のもとで、

このように当たり前の人間として生きること自

体を否定されているのである。こうした社会と

向き合って生きることを否定する現実の社会を

所与の前提として、前述のとおり、たとえば

「道徳教育の充実に関する懇談会」などは、教

科としての道徳教育は、「自立した一人の人間

として人生を他者とともによりよく生きる人格

を形成する」ことを「目指す」などといっては

ばからないのである。 
もちろん、本書の第1章の奥平論考でも、こう

した考察が行われていないわけではない。また、

本書の各論考でも、個別には言及されている。

ただ、本書のようなまとまった研究成果の場合

は、こうした重いテーマこそ、研究の現状とそ

の水準をふまえて、もっと本格的に検証・批判

してもらいたいところである。そうすることで、

批判もさらに鋭利なものになるのではないか。

そして、それとのかかわりで、さらなる踏み込

んだ体系的な道徳教育の批判と創造を試みてほ

しいとも思う。前記の構成のところで、〈現状

と課題〉の見出しをつけたのは、それ故でもあ

る。 
さらに深刻で解決が困難なのは、子どもたち

の人間形成の態様とそれを規定・制約している、

官製の道徳教育を含めた、社会的・法制度的な

条件である。これについては、子どもの権利条

約 市民・NGOの会が、国連・子どもの権利委

員会による日本政府第四・五回統合報告の審議

に向けて、政府報告書へのカウンター報告書と

して提出した『日本における子どもの貧困化―

新自由主義と新国家主義のもとで―』（2018年）

の分析と告発がある。この報告書の「はじめ

に」のなかで、第2次安倍晋三政権が2012年末の

発足以来強硬にすすめてきた政策総体が、子ど

もたちの学校や家庭での生活と人間形成にあた
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えた破壊的な影響について、以下のように総括

されている。 
 
社会全体が抑圧的になり、過度な競争環境

のもとで、幼児保育の学校化がすすみ、子ど

もは人間的な成長・発達が歪められ、幼児期

から親の目を気にし、学校では学力テストを

意識し、自分のもだけでなく、クラスと学校

のテストの順位を気にし、仲間はずれになら

ぬよう気遣う。そこでは、主体的な学びの権

利と自由な遊びの権利が奪われていく。また、

そこからくる抑圧的心性は、ときに外へ（い

じめ、暴力など）、ときに内へ向かい（不登

校・自殺）、自分自身の充実感（well-being）
がもてず、豊かな内面を育てる自由な空間と

時間と人間関係を奪われている。貴委員会が

指摘した子どもの貧困、関係性の貧困は幼児

期から、ますます深化しているといわざるを

えない……（竹内、2019）。 
 
こうした日本の市民団体から出された報告書

をめぐる質疑応答を通じて、国連・子どもの権

利委員会は、日本の子どもをめぐる深刻化する

ばかりの状況を正確に把握して、2019年3月「最

終所見」をまとめ、公表した。「最終所見」で

は、「緊急の措置」がとられなければならない6
分野が指摘され、そのなかには、たとえば「家

庭環境を奪われた子ども」と「体罰」分野がと

りあげられており、これらに対して「深刻」な

懸念と勧告が表明されている。 
支配的な「特別教科 道徳」は、こうした子

どもたちの実態を、当然糊塗して、既定の路線

を推進することになろう。つまり、競争主義と

能力主義の教育と、これ等によって不当に負荷

されている子どもたちの「抑圧的心性は、とき

に外へ（いじめ、暴力など）、ときに内へ向か

い（不登校・自殺）」と指摘されるような子ど

もたちの引き起こす自他の人権にかかわる諸問

題は、結果として、教育実践の基盤を脆弱なも

のにする。このような子どもたちに対して、行

政サイドは、これからも上記の「勧告」内容へ

の真面な対応をサボタージュして、道徳教育と

ゼロ・トレランスの生徒指導や「学校スタンダ

ード」で対応してくるであろう。これらは官製

道徳教育の態度主義とワンセットである。この

ような体制的な道徳教育に対峙する教育実践は、

これにどう向き合うのか。どんなにそれが困難

な道のりであろうとも、総じて「豊かな内面を

育てる自由な空間と時間と人間関係を奪われて

いる。」子どもたちが、その奪われている自由

な空間と時間と人間関係を取り戻し、それによ

り自己実現と自己変革を促すことを一歩でも前

進させるような教育実践こそが、もとめられて

いるのだといえよう。この場合、道徳教育の課

題は何か。これをさらに追究していくことは本

稿では課題としてのこるが、少なくとも、これ

が、教育実践の共通の基本線として確認されな

ければならないであろう。 
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要 旨 

新学習指導要領の告示の翌 2018 年度から小学校で「特別の教科 道徳」の授業がはじまり、

その翌年の 19 年 4 月からは中学校でも、教科としての道徳教育がはじまった。「社会に開かれ

た教育課程」として「考え、議論する道徳」の授業実践を、政策サイドは外面的には推奨して

いるが、その本質は、旧態依然として学習指導要領方式の踏襲である。そのため専門職として

教員(集団)が、「考え、議論する道徳」の授業実践を展開しようと考えると、検定教科書の使用

と評価の問題との矛盾が表面化することになる。杜撰な教科書に代えて、「考え、議論する道

徳」の授業に相応しい自主教材を作成し、授業を構想し、実践しようとすれば、保守政治と行

政との間に不必要な摩擦と緊張関係をつくることになる。問題はそればかりではない。「特別

の教科 道徳」の授業を受ける機会をもつ子どもたちの実態がさらに深刻になっている。 
このような幾重にも教育の不自由を強いる諸条件のもとで、子どもたちの人間形成に資する

道徳性の発達をどのように積極的に保障するのか、がいま問われている。 
本稿では、教育科学研究会「道徳と教育」部会編『道徳教育の批判と創造』(2019 年)を手が

かりにして、これらの問題を俎上にのせ、検討してきた。貧困や“いじめ”、その他の深刻な

社会問題になってしまっている問題を含めた子どもたちの実態については、近接領域などの成

果にまなびながら、本書が展開・提起している新たな視点や専門的な知見を積極的に評価し、

それを敷衍するかたちで議論を展開してきた。必ずしもすべての論考をとりあげることはでき

なかったが、これは本書の成果の評価に直接かかわる問題ではないであろう。 
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